
   
 

政務活動費の運用指針の改正について 

（令和６年１１月改正箇所：令和６年１２月から適用） 
 

１ 旅費を記載する様式 

【第２章】 

・５ 支出証拠書類一覧「先進地視察、要請及び陳情活動」の項目を下記のとお

り変更（P17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・５ 支出証拠書類一覧「各種団体主催の研究会、研修会への参加」の項目を下

記のとおり変更（P17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・５ 支出証拠書類一覧の欄外の注釈（※１）を下記のとおり変更（P17） 
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・６（１）調査研究費の【留意点】の１（４）を下記のとおり変更（P20） 

 

 

 
 
 
 
・６（１）調査研究費の【留意点】の４（３）を下記のとおり変更（P21） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・６（２）研修費の【留意点】の２（３）を下記のとおり変更（P23） 

 
 
 
 
 
 
 
・６（４）要請・陳情活動費の【留意点】の（１）を下記のとおり変更（P26） 
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２ クレジットカードの年会費 

【第４章】 

・１（７）エの表２クレジットカードの選定の項目中の記載を下記のとおり変更

（P50） 

 

 

 

 

 

・１（７）エの表に１項目を下記のとおり追加（P50） 

 

 
 
 
 
 
３ 実績報告書の様式 

・様式４－２の４の視察・調査先面談予定者の項目を視察・調査先面談者に変更 
・様式４－２の５の視察・調査活動の内容の項目と市政への影響、反映、成果等

の項目を１項目にまとめ、視察・調査活動の内容及び市政への影響・反映・成

果等に変更 
・様式５－２の５の研修会・研究会の内容の項目と市政への影響、反映、成果等

の項目を１項目にまとめ、研修会・研究会の内容及び市政への影響・反映・成

果等に変更 
・様式６－２の５の要請活動の成果、所感の項目と市政への影響、反映等の項目

を１項目にまとめ、要請活動の成果・所感及び市政への影響・反映等に変更 
・様式７－２の５の調査委託の内容・結果の項目と市政への影響、反映、成果等

の項目を１項目にまとめ、調査委託の内容・結果及び市政への影響・反映・成

果等に変更 


